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いただいた御意見を踏まえ、「目指すべき姿」がどのような状況をイメージしたもので
あるのかを整理いたしました。

教育機関の定義（第２条(４)）では、「調査、研究および教育を行う機関」とあるが、教育機関の役割（第６条）では、教育と研究
は記載されているが、調査は含まれているのか。

いただいた御意見を踏まえ、教育機関の定義について整理いたしました。

産業関係団体の定義（第２条(２)）では、「本市産業の振興および経済の活性化」とあるが、草津市内に拠点をおいて市の産業振興
と異なるような経済活動や支援活動を実施する団体がいた場合、どうなるのか。また、（公財）滋賀県産業支援プラザは市の役割
（第１０条第４項）の中だけにあらわれてくるのはどうなのか。また、「産業関係団体」というと、業界団体のような表現に感じら
れる。

いただいた御意見を踏まえ、産業関係団体の定義（第２条(２)）と市の役割（第１０条
第４項）を整理するとともに、「産業関係団体」という名称を「産業振興団体」に変更
いたしました。

「商業、工業、農業等の分野の枠組みを超えた取組によりブランド力を発信し、地域における人・物の交流」など、具体的な記載が
必要ではないか。

いただいた御意見を踏まえ、本市の特性を踏まえながら、具体的に規定いたしました。

事業者の役割（第５条）における「雇用環境の整備」という表現であるが、行政機関が整備するものなので、事業者の役割として明
記することに違和感がある。何か違う表現が良いのではないか。

「雇用環境の整備」を「雇用の創出」に変更いたしました。

市民の役割（第９条）における「自覚する」という表現であるが、自覚という表現は強すぎるのではないか。 「自覚する」を「理解する」に変更いたしました。

条例と産業振興計画との関係については説明いただいたが、他計画との関係性についても、整理した図があると良い。
いただいた意見を踏まえ、「第１章　計画の概要」「●計画の位置付け」に記載しまし
た。

審議事項２：草津市産業振興計画の体系図（案）について

第３回会議での意見（振り返り）

審議事項１：（仮称）草津市産業振興条例の概要（案）について 意見に対する対応（資料５に反映）

何のために条例を制定するのか、もう少し記載した方が良いのではないか。
いただいた御意見を踏まえ、「地域経済の発展」と「市民生活の向上」を目的としつ
つ、本市の特性を追記しながら、整理いたしました。

「DXの実現に向けたデジタル化の促進」とある。前回の会議でも意見したが、デジタル化というと、デジタル化しなさいということ
も大事だが支援も必要だと思うので、「支援」とした方が良いのではないか。

施策単位では「促進」という表現を用いておりますが、具体的な取組としてお示す際に
は「〇〇〇の支援」などの表現により整理いたします。

②条例で使用され
る用語の定義
（第２条関係）

④各主体の役割
（第５条～第１０
条関係）

①体系図全体につ
いて

②目指すべき姿に
ついて

「目指すべき姿」のイメージのところで、こういうことがその「持続可能な未来」ではないだろうかというようなことが分かるよう
な一工夫があれば、「持続可能な未来」というのはこういうことで考えていますとか、「新たな価値」というのは、こんなことをす
ると「新たな価値」が生まれるのではか、というようなことが更に分かるような形で整理をしていただきたい。

「新しい価値を生み出すまち」は既存事業者、新規事業者にとって重要だが、産業振興はあくまで手段で、目的の着地点は草津にな
る。そうすると、日本国内でここは草津ですよというような草津をつくらなければいけない。これは草津のブランド化が最終の着地
点かと思うが、そういったような表現ができればよいかなと思う。

今回の「目指すべき姿」で、草津の特性・特徴を表すワードが、草津しかない。この草津の特性・特徴を表す表現というのが、何か
しらついたらよいと思う。

草津市の特性、非常に利便性が高いということを活かして、産業振興を図っていくという流れを何か書けないか。
草津市が持っているポテンシャルはまだ一定あると思うので、そこを活かした産業振興の流れがあったほうがよいと思う。

いただいた御意見を踏まえ、本市の特性を踏まえながら、具体的に記載いたしました。
草津駅や南草津駅は、商業集積的には県下の中で一番集積している。消費が力強く行われていることは、県の中では特徴・特性であ
り、そういうことが広がるということがまたそれに関連するビジネスが起こってくるということでもあるので、その辺りについて
「目指すべき姿」のところで、その消費という観点から少し光を当てて、何か書けることがあるのかないのか。

「持続可能な未来に向けて　新たな価値を生み出すまち　草津」となっているが、どういう未来が描かれるのかとか、「新たな価
値」というのがどういうものなのか、産業振興計画の基本的な理念、その部分が産業発展していることによってまちが活性して人が
住みやすくなるとか、これを見てもよくわからない。

市民の役割（第９条）における「その発展」の「その」は何を指しているのか。 「その発展」を「地域経済の持続的な発展」に変更いたしました。

意見に対する対応　（資料７に反映）

資料３


